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［憲 法］

次の文章を読んで，後記の〔設問〕に答えなさい。

Ａ市教育委員会（以下「市教委」という。）は，同市立中学校で使用する社会科教科書の採択に

ついて，Ｂ社が発行する教科書を採択することを決定した。Ａ市議会議員のＸは，Ａ市議会の文教

委員会の委員を務めていたところ，市教委がＢ社の教科書を採択する過程で，ある市議会議員が関

与していた疑いがあるとの情報を，旧知の新聞記者Ｃから入手した。そこで，Ｘは，市教委に対し

て資料の提出や説明を求め，関係者と面談するなどして，独自の調査を行った。

Ｘの調査とＣの取材活動により，教科書採択の過程で，Ａ市議会議員のＤが，Ｂ社の発行する教

科書が採択されるよう，市教委の委員に対して強く圧力を掛けていた疑いが強まった。Ｃの所属す

る新聞社は，このＤに関する疑いを報道し，他方で，Ｘは，Ａ市議会で本格的にこの疑いを追及す

べきであると考え，Ａ市議会の文教委員会において，「Ｄは，市教委の教科書採択に関し，特定の

教科書を採択させるため，市教委の委員に不当に圧力を掛けた。」との発言（以下「本件発言」と

いう。）をした。

これに対し，Ｄは，自身が教科書採択の過程で市教委の委員に圧力を掛けた事実はなく，Ｘの本

件発言は，Ｄを侮辱するものであるとして，Ａ市議会に対し，Ｘの処分を求めた（地方自治法第１

３３条参照）。

その後，Ｄが教科書採択の過程で市教委の委員に圧力を掛けたという疑いが誤りであったことが

判明し，Ｃの所属する新聞社は訂正報道を行った。Ａ市議会においても，所定の手続を経た上で，

本会議において，Ｘに対し，「私は，Ｄについて，事実に反する発言を行い，もってＤを侮辱しま

した。ここに深く陳謝いたします。」との内容の陳謝文を公開の議場において朗読させる陳謝の懲

罰（地方自治法第１３５条第１項第２号参照）を科すことを決定し，議長がその懲罰の宣告をした

（この陳謝の懲罰を以下「処分１」という。）。

しかし，Ｘが陳謝文の朗読を拒否したため，Ｄ及びＤが所属する会派のＡ市議会議員らは，Ｘが

処分１に従わないことは議会に対する重大な侮辱であるとの理由で，Ａ市議会に対し，懲罰の動議

を提出した。Ａ市議会は，所定の手続を経た上で，本会議において，Ｘに対し，除名の懲罰（地方

自治法第１３５条第１項第４号参照）を科すことを決定し，議長がその懲罰の宣告をした（この除

名の懲罰を以下「処分２」という。）。

Ｘは，Ｄに関する疑いは誤りであったものの，本件発言は，文教委員会の委員の活動として，当

時一定の調査による相応の根拠に基づいて行った正当なものであるから，①自己の意に反して陳謝

文を公開の議場で朗読させる処分１は，憲法第１９条で保障されるべき思想・良心の自由を侵害す

るものであること，②議会における本件発言を理由に処分１を科し，それに従わないことを理由に

処分２の懲罰を科すことは，憲法第２１条で保障されるべき議員としての活動の自由を侵害するも

のであることを理由として，処分２の取消しを求める訴えを提起しようとしている。

〔設問〕

Ｘが提起しようとする訴訟に関して、法律家としての立場から、本件における処分１、２について

のあなた自身の見解を論じなさい。

その際、処分１、２のどの部分が、いかなる憲法上の権利との関係で問題となるのかを明確にした

上で、参考とすべき判例、想定される反論を踏まえて論じなさい。

なお、本問では法律上の争訟性についての問題は論じなくてよい。
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【資料】地方自治法（昭和２２年法律第６７号）（抄録）

第１３３条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において，侮辱を受けた議員は，これを議

会に訴えて処分を求めることができる。

第１３４条 普通地方公共団体の議会は，この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反

した議員に対し，議決により懲罰を科することができる。

② （略）

第１３５条 懲罰は，左の通りとする。

一 公開の議場における戒告

二 公開の議場における陳謝

三 一定期間の出席停止

四 除名

②・③（略）
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（設問） 

 Ｘが提起しようとする訴訟に関して、法律家としての立場から、本件における処分１、２

についてのあなた自身の見解を論じなさい。 

その際、処分１、２のどの部分が、いかなる憲法上の権利との関係で問題となるのかを明

確にした上で、参考とすべき判例、想定される反論を踏まえて論じなさい。 

 なお、本問では法律上の争訟性についての問題は論じなくてよい。 
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第 １  処 分 １ に つ い て  

１  処 分 １ は 、 Ｘ の 意 思 に 反 し て 陳 謝 文 を 朗 読 さ せ よ う と す る も の

で あ る が 、 憲 法 １ ９ 条 に 保 障 さ れ る 、 自 己 の 意 思 に 反 し て 陳 謝 の 意

を 表 明 さ せ ら れ な い 自 由（ 以 下 、「 本 件 自 由 ① 」と す る ）を 侵 害 せ ず 、

合 憲 で あ る と 考 え る 。  

２ （ １ ）  憲 法 上 の 保 障 の 有 無 に つ い て  

憲 法 １ ９ 条 は 、 人 の 内 心 に お け る 思 想 良 心 の 自 由 を 保 障 し 、 自 己

の 意 思 に 反 し て こ れ を 表 明 さ せ ら れ な い 自 由 を 保 障 す る 。  

思 想 良 心 と は 、 個 人 の 人 格 形 成 の 核 心 を な す も の を さ す と こ ろ 、

本 件 自 由 ① は 、 自 己 の 政 治 的 な 信 条 に よ る 行 動 の 是 非 と い う 、 個 人

の 人 格 形 成 の 核 心 を な す 事 項 に つ い て 、 意 思 に 反 し て 陳 謝 文 を 朗 読

さ せ ら れ な い 自 由 で あ る か ら 、 同 条 に よ り 保 障 さ れ る 。  

（ ２ ）  本 件 自 由 ① の 重 要 性 、 制 約 の 強 度  

ア  思 想 良 心 の 自 由 は 、 個 人 の 尊 厳 と 深 く 結 び つ き 、 精 神 的 自 由 の

根 幹 を な す も の で あ る 。 特 に 本 件 自 由 ① は 、 X の 政 治 信 条 に 基 づ く

も の と し て 重 要 な 権 利 で あ り 、 こ の よ う な 重 要 な 権 利 に 対 し 、 A 市

議 会 本 会 議 と い う 公 開 の 議 場 で 、 多 数 印 の 面 前 で 懲 罰 と し て 陳 謝 を

さ せ る と い う 処 分 は 、 強 度 の 制 約 で あ る と の 主 張 が 考 え ら れ る 。  

イ （ ア ）  こ れ に つ い て 、 内 心 に お け る 思 想 良 心 の 自 由 は 、 絶 対 的

に 保 障 さ れ る べ き で は あ る が 、 単 に 事 態 の 真 相 を 告 白 し 、 陳 謝 の 意

を 表 明 す る 程 度 の 行 為 で あ れ ば 、 人 格 形 成 の 核 心 を 侵 害 す る 程 度 は

比 較 的 低 い も の と 考 え ら れ 、 そ の よ う な 強 制 を 受 け な い 自 由 の 重 要

性 は 、 相 対 的 に 低 い と 考 え る 。  
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（ イ ）  侵 害 の 度 合 い に つ い て 、 た し か に 、 公 開 の 議 場 で 衆 人 環 視

の 中 、 陳 謝 文 を 読 み 上 げ さ せ る こ と は 、 同 人 の 信 条 に つ い て 周 囲 に

与 え る 印 象 へ の 影 響 と い う 観 点 か ら は 、 強 度 の も の と も 考 え う る 。  

し か し 、 謝 罪 文 を 新 聞 等 の 媒 体 に 掲 載 さ せ 、 広 く 全 国 に 公 開 す る

よ う な 場 合 に 比 し て 、 影 響 を 受 け る 人 数 と い う 点 で は 限 定 ・ 特 定 的

で あ り 、 侵 害 の 程 度 は 、 強 度 と は い え な い 。  

（ ３ ）  判 断 枠 組 み （ 合 憲 限 定 解 釈 ）  

 上 記 の よ う に 、 本 件 自 由 ① の 重 要 性 が 相 対 的 に 低 く 、 制 約 も 強 度

と は い え な い こ と に 鑑 み る と 、 当 該 制 約 が 、 公 共 の 福 祉 に 基 づ く 制

約 と し て 合 憲 と な る 場 合 を 、 厳 格 に 限 定 し て 解 す る べ き で は な い 。  

 具 体 的 に は 、 処 分 １ の 根 拠 と な る 、 法 １ ３ ３ 条 に お け る 「 侮 辱 」

に つ い て は 、 議 員 と し て の 政 治 的 信 念 と 関 ら な い 明 ら か に 根 拠 の な

い 誹 謗 中 傷 と い っ た 限 定 的 な も の で は な く 、 誤 っ た 情 報 に 基 づ き 、

他 者 の 名 誉 を 侵 害 す る 場 合 を 指 す も の と 解 す べ き で あ る 。  

３ （ １ ）  X は 、 新 聞 記 者 や 、 他 の 市 議 会 議 員 と い う 、 一 般 的 に あ

る 程 度 信 頼 で き る 複 数 の 情 報 源 か ら の 情 報 を 基 に 、 A 市 の 担 当 者 や

関 係 者 か ら 資 料 を 収 集 、 調 査 を し 、 振 込 記 録 と い う 客 観 的 証 拠 を 得

て 、 本 件 発 言 に 出 た も の で あ る が 、 当 該 情 報 は 、 こ れ を 裏 付 け る 客

観 的 証 拠 が E の 捏 造 に 係 る も の で あ り 、 新 聞 社 に お い て 訂 正 報 道 を

行 う な ど 、 誤 っ た 情 報 で あ る こ と が 認 め ら れ る 。  

そ し て 、 本 件 発 言 の 如 く 、 行 っ て も い な い 収 賄 、 不 当 な 働 き か け

を 行 っ て い る と さ れ れ ば 、 Ｄ の 名 誉 が 侵 害 さ れ る こ と は 明 ら か で あ

る と い え 、 本 件 発 言 は 、「 侮 辱 」 を し た 場 合 に あ た る 。  
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（ ２ ）  よ っ て 、 法 １ ３ ３ 条 に 従 い な さ れ た 処 分 １ は 、 憲 法 １ ９ 条

に 反 し て 、 本 件 自 由 ① を 侵 害 す る も の で は な い 。  

第 ２  処 分 ２ に つ い て  

１  処 分 １ に 従 わ な い こ と を 理 由 に な さ れ た 処 分 ２ は 、 Ｘ の 議 員 と

し て の 地 位 を 奪 い 、 議 員 と し て の 政 治 活 動 を 行 え な い よ う に す る も

の で あ り 、 憲 法 ２ １ 条 １ 項 に 保 障 さ れ る 、 議 員 と し て の 政 治 的 信 条

に 従 い 政 治 活 動 す る 自 由 （ 以 下 、「 本 件 自 由 ② 」 と す る ） を 侵 害 し 、

違 憲 で あ る と 考 え る 。  

２ （ １ ）  憲 法 上 の 保 障 の 有 無 に つ い て  

本 件 自 由 ② に 関 し 、憲 法 ２ １ 条 １ 項 は 、表 現 の 自 由 の 一 環 と し て 、

政 治 的 活 動 の 自 由 を 保 障 す る と 考 え ら れ る と こ ろ 、 本 件 自 由 ② は 、

議 員 と し て 自 己 の 政 治 的 信 条 に 従 い 行 動 す る と い う 、 政 治 的 活 動 の

最 た る も の で あ る か ら 、 同 条 に よ り 保 障 さ れ る 。  

（ ２ ）  本 件 自 由 ② の 重 要 性 、 制 約 の 強 度  

ア （ ア ）  表 現 の 自 由 は 、 自 己 実 現 お よ び 自 己 統 治 の 価 値 を 有 し 、

本 件 自 由 ② の よ う な 議 員 と し て の 政 治 的 活 動 の 自 由 は 、 ⺠ 主 的 政 治

過 程 の 根 幹 に 関 る も の と し て 、 重 要 性 を 有 す る 。  

（ イ ） こ れ に 対 し 、本 件 発 言 の よ う な 名 誉 毀 損 的 表 現 に つ い て は 、

表 現 と し て の 価 値 が 低 く 、 こ れ に 対 す る 処 分 １ に 従 わ な い こ と を 理

由 に 除 名 処 分 を 受 け な い 自 由 に つ い て も 、 そ の 重 要 性 は 低 い た め 、

議 員 の 品 位 を 守 る と い う 利 益 の 重 要 性 に 鑑 み て も 、 処 分 ２ は 憲 法 ２

１ 条 １ 項 に 反 す る も の で は な い 、 と の 反 論 が 考 え ら れ る 。  

（ ウ ）  た し か に 、 名 誉 毀 損 的 表 現 に つ い て は 一 般 に そ の 表 現 と し
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て の 価 値 は 低 く 、 こ の よ う な 表 現 に 関 し 懲 罰 さ れ な い と い う 議 員 の

政 治 的 活 動 の 自 由 の 重 要 性 が 高 い と は 認 め 難 い 。  

 し か し 、 名 誉 毀 損 的 表 現 で あ っ て も 、 こ れ が 公 共 の 利 害 に 関 す る

事 実 で あ り 、 公 益 目 的 が 認 め ら れ 、 真 実 で あ る 、 又 は 、 真 実 で あ る

と 誤 信 す る こ と に 、 確 実 な 資 料 ・ 根 拠 に 照 ら し 、 相 当 の 理 由 が あ る

場 合 は 、 表 現 と し て の 重 要 性 が 低 い と は い え な い も の と 考 え る 。  

 Ｘ は 、 本 件 発 言 の 時 点 で は 一 定 程 度 信 頼 に 値 す る と い え る 情 報 に

基 づ き 、 資 料 提 供 や 説 明 、 客 観 的 証 拠 に よ る 裏 付 け を 得 て 、 Ｄ の 不

正 は 真 実 で あ る と 考 え 、 B 小 学 校 児 童 の 生 命 の 安 全 と い う 公 共 の 利

害 に 関 わ る 不 正 の 弾 圧 と い う 公 益 目 的 で 本 件 発 言 に 出 た も の で あ る 。 

 よ っ て 、 そ の 表 現 と し て の 価 値 が 低 い と は 言 え な い 。  

イ （ ア ）  ま た 、 本 件 発 言 に 対 し 、 直 ち に 除 名 処 分 と す る の で は な

く 、 ま ず 陳 謝 と い う 処 分 を 科 し 、 こ れ に 反 し た 場 合 に 初 め て 除 名 処

分 を 科 す と い う 事 後 的 ・ 段 階 的 規 制 を し て い る の だ か ら 、 制 約 の 程

度 は 低 い と の 主 張 が 考 え ら れ る 。  

（ イ ）  し か し 、 処 分 ２ は 、 段 階 的 で あ る と は い え 、 議 員 の 発 言 内

容 に 着 目 し て 、 議 員 と し て の 政 治 的 活 動 の 機 会 そ の も の を 奪 う と い

う 重 い 罰 則 を 科 す こ と で 政 治 活 動 た る 言 論 を 制 約 す る と い う 内 容 規

制 で あ り 、 強 度 の 制 約 と い え る 。  

（ ３ ）  判 断 枠 組 み （ 合 憲 限 定 解 釈 ）  

上 記 の 権 利 の 重 要 性 、 制 約 の 強 度 に 鑑 み れ ば 、 議 員 の 品 位 を 保 つ

と い う 法 の 目 的 を 考 慮 し て も 、 法 １ ３ ４ 条 に つ い て は 、 こ れ に 基 づ

く 制 約 が 合 憲 と な る 場 合 を 、 厳 格 に 限 定 し て 解 す る べ き で あ る 。  



憲法（人権）参考答案 

 

5 

 

 そ こ で 、 法 １ ３ ４ 条 の 「 法 律 並 び に 会 議 規 則 及 び 委 員 会 に 関 す る

条 例 に 違 反 」 と は 、 議 員 と し て の 資 質 を 疑 わ れ る よ う な 悪 質 な 違 反

を 指 す も の と 限 定 し て 解 す べ き で あ る 。  

３ （ １ ） ア  Ｘ は 、 B 小 学 校 通 学 路 の ガ ー ド レ ー ル 工 事 に 関 す る D

の 不 正 に つ い て 、 第 １ の ３ （ １ ） に 示 し た 経 緯 よ り Ｄ の 不 正 は 真 実

で あ る と 信 じ 、 本 件 発 言 を 行 っ た も の で あ る 。  

こ れ は 、 本 件 発 言 が 、 B 小 学 校 児 童 の 生 命 の 安 全 と い う 重 要 な 公

共 の 利 害 に 関 わ る 事 項 に つ い て 政 治 的 不 正 を 行 う こ と は 許 さ れ な い

と の X の 政 治 的 信 念 の 発 露 で あ り 、 D を 貶 め る た め に で た ら め を 述

べ た も の で は な い こ と を 示 す 。  

イ  後 に 当 該 情 報 が 誤 り で あ っ た こ と が 発 覚 し て も 陳 謝 の 意 を 表 明

し な か っ た こ と は 、 X は 自 己 の 政 治 的 信 念 に 従 っ た 行 動 を し た 故 に

陳 謝 し な か っ た も の と い え 、 陳 謝 の 意 を 表 明 し な い こ と も ま た 政 治

的 信 念 に 基 づ く 行 動 と 評 価 で き る 。  

そ の た め 、 こ れ を も っ て 、 議 員 と し て の 資 質 を 疑 わ れ る よ う な 悪

質 な 違 反 と ま で は い え な い 。  

（ ２ ）  よ っ て 、 処 分 ２ は 、 憲 法 ２ １ 条 １ 項 に 反 し 、 本 件 自 由 ② を

侵 害 す る 。  

 

以 上  


